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衆
議
院
議
員
辻
一
彦
君
提
出
円
高
及
び
原
油
価
格
低
落
に
と
も
な
う
電
力
料
金
の
値
下
げ
に
関
す 

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

実
際
に
発
生
が
見
込
ま
れ
る
電
力
業
界
の
差
益
の
額
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
為
替
レ
ー
ト
及
び
原
油
価
格
の 

 

動
向
等
を
見
極
め
な
け
れ
ば
試
算
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
一
定
の
前
提
の
下
に
機
械
的
に
試
算
す
る 

 
 

と
、
一
ド
ル
当
た
り
十
円
の
為
替
レ
ー
ト
の
円
高
が
一
年
間
続
く
場
合
に
は
電
力
会
社
九
社
合
計
で
一
千
二
百 

 
 

億
円
程
度
の
額
に
、
ま
た
、
一
バ
ー
レ
ル
当
た
り
一
ド
ル
の
原
油
価
格
の
低
下
が
一
年
間
続
く
場
合
に
は
電
力 

 

会
社
九
社
合
計
で
八
百
億
円
程
度
の
額
に
な
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。 

二
に
つ
い
て 

電
力
業
界
の
差
益
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
為
替
レ
ー
ト
及
び
原
油
価
格
の
動
向
、
決
算
の 

 
 



三
に
つ
い
て 

電
気
料
金
は
、
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
原
価 

主
義
の
原
則
及
び
需
要
家
間
の
公
平
の
原
則
に
従
つ
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
特
定
の
産
業
を
対
象
に 

 

電
力
料
金
の
値
下
げ
を
す
る
こ
と
は
、
考
え
て
い
な
い
。 

状
況
等
事
態
の
推
移
を
見
守
る
一
方
で
、
需
要
家
の
利
益
の
た
め
に
差
益
を
用
い
る
と
の
原
則
の
下
に
、
有
識 

 

者
や
電
気
事
業
審
議
会
等
の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
、
慎
重
に
具
体
的
な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い 

 

る
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




